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「救急医療情報キット」 
の取り扱いについて 

・登録申請書（写）をキットに入れる。 

  ※必要に応じて、次の書類をキットに入れてください。 

①本人の写真 ②健康保険証（写） ③診察券（写） 

④薬剤情報提供書（お薬手帳等）（写） 

・キットを冷蔵庫のドアポケットに保管する。 

・貼付シールを、「冷蔵庫の扉」と「玄関ドアの内側」に貼る。 

・救急隊員が冷蔵庫の中のキットを確認 

・円滑な情報収集 

キットの

準  備 

急病時 

・救急隊による適切で迅速な処置 

・緊急連絡先を確認して身内へ連絡 

医療情報

等の活用 

 

ご利用にあたっては、以下の点にご注意ください  

◆ 登録申請書（写）の「かかりつけ医療機関」や「常用薬」などの情報に変

更があった場合は、その都度、ご自身で修正・変更してください。 

◆ ご本人と意思疎通ができる場合など、状況により救急隊がキットを確認し

ないことがありますので、ご了承ください。 

【問い合わせ先】姫路市役所健康福祉局地域福祉課  ℡ 079-221-2455 


